
平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

六

四

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
六
四
号

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
パ
ナ
マ
文
書
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
関
連
会
社
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
パ
ナ
マ
文
書
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
関
連
会
社
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
報
告

書
に
子
会
社
、
関
連
会
社
及
び
関
連
公
益
法
人
等
の
名
称
、
住
所
等
を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
協
会
は
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
業
務
報
告
書
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
い
る
。


